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2018年6月26日発行（臨時号） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     宮城労働局メールマガジン 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．「全国安全週間」が始まります 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 今年も７月１日から「全国安全週間」がはじまり

ます。 

 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以

来、一度も中断することなく続けられ、今年で91回

目を迎えます。 

 各事業場におかれましても、この機会に安全大会

や安全パトロール等を実施し、日頃の労働災害防止

の取り組みについて、気持ちを新たに振り返ってみ

ましょう。 

・本週間 平成30年７月１日から７月７日 

・準備期間 平成30年６月１日から６月30日 

・平成30年度スローガン 

 新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全

管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災 

 

●全国安全週間 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/redirect/redirectpage20180606anzen

shukan.html 

 

【お問合せ先】健康安全課（022-299-8839） 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

２．平成29年の労働災害発生状況

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 宮城労働局管内で、平成29年に労働災害により４

日以上休業した方の数は2,385人（死亡者17人） 

で、前年比では82人の減少でしたが、死亡者は１名

増加しました。 

 業種別では製造業（19.8％）が最も多く、商業 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirect/redirectpage20180606anzenshukan.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirect/redirectpage20180606anzenshukan.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/redirect/redirectpage20180606anzenshukan.html
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（15.8％）、建設業（14.7％）と続き、事故の型別

では転倒（25.2％）が最も多く、墜落・転落（15.7

％）、動作の反動・無理な動作（14.8％）と続きま

した。 

 健康で安全に働き続けられるよう、職場内の災害

発生防止にしっかり取り組んでください。また、災

害が発生した場合は、労働者を救済する労災保険制

度を活用するため、隠さずに報告するようお願いし

ます。 

 

●労働災害発生状況 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/120/123/12315_2017izen.html 

 

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

３．熱中症予防対策は万全ですか!? 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 仙台管区気象台が５月２５日に発表した東北地方

の向こう３か月（６月～８月）の天候の見通しによ

ると、今年の夏の気温は「高い」となっています。 

 宮城労働局では「STOP!熱中症 クールワーク 

キャンペーン」を展開し、職場での熱中症予防に取

組んでいます。皆様の職場においても社員の体調の

把握に努め、熱中症予防に努めてください。 

 

●クールワークキャンペーン 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208979.ht

ml 

 

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４．STOP!転倒災害防止プロジェクト 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 宮城労働局管内では、平成 30年 1月から４月

までの間に、労働災害で４日以上休業した死傷者

数は 782人（うち死亡者７人）でそのうち 349人

（44.6％）が転倒災害で被災しています。 

 転倒被害を防止するため、次の項目について再

点検をお願いします。 

・作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目

等が解消されているか 

・照度の確保、手すりや滑り止めは設置されてい

るか 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/123/12315_2017izen.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/120/123/12315_2017izen.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208979.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000208979.html
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・危険箇所の表示等で危険の「見える化」が実施

されているか 

 

●転倒災害防止対策 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/0000111055.html 

 

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

５．高所作業の墜落防止措置義務の規則改正 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ２メートル以上の高さの場所で作業をする際は、

墜落防止措置をとることが法律により定められてい

ます。 

 その措置についての規則が改正され、平成31年２

月１日から適用されますのでご注意をお願いしま 

す。 

・安全帯（U字型を除く。）の名称を「墜落制止用器

具」に改めます。 

・胴ベルト型を使用可能とする高さに制限が設けら

れます。 

・高さが２ｍ以上の箇所で作業床を設けることが困

難なところで、フルハーネス型の安全帯（墜落制止

用器具）を用いて行う作業に関する業務（ロープ高

所作業に関する業務を除く。）に労働者を就かせる

ときは、労働者に特別教育を行うことが義務付けら

れます。 

 

●改正内容の解説 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-

11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-

Anzenka/c.pdf 

 

【お問合せ先】健康安全課(022-299-8839) 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★バックナンバー 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/140/141.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★メルマガ配信の停止・配信先の変更 

https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobil

e?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・当メールマガジンは毎月１回の定期号に加えて、 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111055.html
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/c.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/c.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/c.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141.html
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
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 臨時号を随時配信します。 

・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊 

 を配信します。 

・文字は、１行の文字数が23文字以上となる大きさ 

 で、かつＭＳゴシックなどの等幅フォントでご覧 

 ください。 

・登録していないにも関わらず本メールが配信され 

 た場合は、他の方が間違えて登録した可能性があ 

 りますので、上記の配信停止の手続きをお願いし 

 ます。 

・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用 

 となっており、返信できません。 

・携帯メールには対応しておりません。 

・当メールマガジンの内容の全部または一部につい 

 ては、私的使用または引用など著作権法上認めら 

 れた行為として、出所を明示することにより、引 

 用、転載、複製を行うことができます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室） 

  〒983－8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 

         仙台第四合同庁舎 

  電話 022－299－8834 

  宮城労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

